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(57)【要約】
【課題】アイライナー化粧料の筆状塗布具への付着作業
を楽に行える化粧料用容器を提供する。
【解決手段】アイライナー化粧料を収容する容器１は、
底面と側面を閉塞し上面を開放した容器本体２と、この
容器本体２の開放上面を密閉する開閉可能な蓋体３とか
らなり、容器本体２内部には収容部９と台部を設け、前
記台部と前記収容部９との境界となる収容部９の縦壁９
ａ上端と台部の縁の境がアイライナー化粧料の扱き部で
あるエッジ１１を形成するように構成する。そして、収
容部９に収容した化粧料を別途用意した筆状塗布具の筆
先に付着させ、扱き部であるエッジ１１で余分な化粧料
を扱き落とすとともに、台部上面で筆先を整形し、アイ
ラインを引く。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　底面と側面を閉塞し上端を開放した容器本体と、この容器本体の開放上面を密閉する開
閉可能な蓋体とからなる化粧料を収納する容器であって、容器本体内部に収容部と台部を
設け、前記台部の所定部分には扱き部を設けたことを特徴とする化粧料用容器。
【請求項２】
　扱き部は、側部から中央に向けて張り出した台部のエッジで構成したことを特徴とする
請求項１記載の化粧料用容器。
【請求項３】
　扱き部は、側部から中央に向けて張り出した台部に形成した窪みで構成することを特徴
とする請求項１又は請求項２記載の化粧料用容器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アイライナー、口紅、ファンデーションなどの各種化粧料を収容するのに好
適な化粧料用容器に係り、特に、収容した化粧料を筆やブラシなどに付着させて化粧を行
うための化粧料用容器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えば化粧料を収容する容器としては、化粧料を収納する窪み及び筆状塗布具を
収容する窪みを有する本体と、前記各窪みを開閉可能に被覆する二つのカバーとを備えた
もの（特許文献１）が提案されている。この容器は、前記筆状塗布具の筆先に前記一方の
窪みに収容されている化粧料の表面を擦って、化粧料を付着させ化粧を行うというもので
ある。また、粘度の高い化粧料を収容する容器としては、有底筒状の容器本体と、前記容
器本体内に収納する筆と一体化した筆付きキャップとからなるもの（特許文献２参照）が
提案されている。この容器は、非使用時において前記筆が容器本体内の化粧料に挿入され
浸かった状態となり、使用時においては一方の手に前記筆付きキャップを持ち、他方の手
に前記容器本体を持って化粧をするように構成されている。また、容器本体内側の出口近
傍に扱き部を設け、この扱き部で筆を引き抜く際に余分な化粧料を扱き落とし、さらに、
前記扱き動作後の筆先の整形は、前記容器本体の口部縁や該口部内面を筆先で撫でるよう
にして行っていた。
【特許文献１】特表２０００－５１６４８１号公報
【特許文献２】特開平０９－１０３３２２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　前記特許文献１の化粧料用容器は、化粧時の筆状塗布具の筆先に余分に付着した化粧料
を落とす動作、あるいは筆先を整形する動作を、それぞれ化粧料上面で行うので、上面部
分の化粧料が意に反して余分に付着するため、思いどうりに付着量調整や筆先整形をする
ことが難しいという問題があった。
【０００４】
　前記特許文献２の化粧料用容器は、扱き部が環状に形成されていて、この扱き部を通過
するまでは筆先は視認できないので、筆先を見ながら扱き操作をすることができず、筆先
に付着した液量を確認しにくいうえ、筆先を整形する際、容器本体の口部外側、口部縁及
び口部内側などに液状化粧料が付着して汚れるという不都合もある。
【０００５】
　本発明は、前記問題や不都合を解消することを課題とし、この課題を解決した化粧料用
容器を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
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　前記目的を達せするために、請求項１に係る発明は、底面と側面を閉塞し上端を開放し
た容器本体と、この容器本体の開放上面を密閉する開閉可能な蓋体とからなる状化粧料を
収納する容器であって、容器本体内部に収容部と台部を設け、前記台部の所定部分には扱
き部を設けたものである。
【０００７】
　また、請求項２に係る本発明は、請求項１記載の発明において、扱き部を、側部から中
央に向けて張り出した台部のエッジで構成したことを特徴とするものである。
【０００８】
　さらに、請求項３に係る本発明は、請求項１又は請求項２記載の発明において、扱き部
を、側部から中央に向けて張り出した台部に形成した窪みで構成することを特徴とするも
のである。
【発明の効果】
【０００９】
　請求項１に係る本発明は、扱き部で余分な化粧料を除去するとともに、台部で筆先整形
作業を行うので、従来の特許文献１の容器のように余分な化粧料が付着することがなく、
また、特許文献２の容器のように、収容部縁や収容部外側が汚れないうえ、扱き部が目で
見えるので、適量となるよう筆先の化粧料を確実に扱き落とすことができるという効果を
奏する。
【００１０】
　また、請求項２に係る本発明は、請求項１に係る発明の効果に加えて、側部から中央に
向けて張り出した台部のエッジで余分な化粧料を確実に扱き落とすことができるという効
果を奏する。
【００１１】
　さらに、請求項３に係る本発明は、請求項１又は請求項２に係る発明の効果に加えて、
側部から中央に向けて張り出した台部に形成した窪みで余分な化粧料を確実に扱き落とす
ことができるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　次に、本発明をアイライナー化粧料の容器に適用した好適な第１の実施形態を添付図面
の図１～図３に基づいて詳細に説明する。ここにおいて図１は容器の部分縦断面図、図２
は容器本体の平面図、図３は図２のＡ－Ａ線断面図である。
【００１３】
　図１に示すように、容器１は、容器本体２と蓋体３とからなり、前記容器本体２は、上
面を開放し、側壁４と底板５を有し、前記側壁４上部に雄螺旋６を設けてなり、また、前
記蓋体３には、前記容器本体２の雄螺旋６に螺合する雌螺旋７を設け、その天部内面には
容器本体２上縁に圧接する密閉用のパッキン８を設けてある。
【００１４】
　図２及び図３に示すように、容器本体２内側には、アイライナー化粧料（図示せず）の
収容部９と、この収容部９に連続して形成した台部１０とを設け、前記台部１０と収容部
９との境界となる収容部９の縦壁９ａ上端と台部１０の縁の境がアイライナー化粧料の扱
き部であるエッジ１１を形成する。前記台部１０上面は、前記エッジ１１から側壁４に向
けて若干傾斜させてある。前記収容部９と台部１０は、前記側壁４と一体的に形成されて
いる。
【００１５】
　図２及び図３に示すように、前記台部１０上面は、筆状塗布具（図示せず）の筆先を整
えるためのものであり、またエッジ１１は、先端が鋭角で全体が湾曲形状に伸びている。
【００１６】
　上記アイライナー化粧料用の容器１を用いてアイライナーを引くには、蓋部３を外した
容器本体２をテーブル（図示せず）に載置し、あるいは手に持ち、収容部９に収容したア
イライナー化粧料を別途用意した筆状塗布具の筆先に付着させ、筆先を収容部９側に向け
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て扱き部であるエッジ１１で余分なアイライナー化粧料を扱き落し、適量のアイライナー
化粧料が付着した筆先でアイラインを引く。そして、前記扱き動作によって扱き落とされ
たアイライナー化粧料はエッジ１１に連続する縦壁９ａに沿って収容部９に戻る。
【００１７】
　続いて、本発明をアイライナー化粧料を収容する容器に適用した第２の実施形態を添付
図面の図４～図６に基づいて説明する。ここにおいて、図４は容器の部分縦断面図、図５
は容器本体の平面図、図６は図２のＢ－Ｂ線断面図である。
【００１８】
　図４に示すように、容器２１は、容器本体２２と蓋体２３とからなり、前記容器本体２
２は、上面を開放し、側壁２４と底板２５を有し、前記側壁２４上部に雄螺旋２６を設け
てなり、また、前記蓋体２３には、前記容器本体２２の雄螺旋２６に螺合する雌螺旋２７
を設け、その天部内面には容器本体２２上縁に圧接する密閉用のパッキン２８を設けてあ
る。
【００１９】
　図５及び図６に示すように、容器本体２２は、アイライナー化粧料（図示せず）の収容
部２９と、この収容部２９に連続して形成した台部３０とを設け、前記台部３０と収容部
２９との境界となる収容部２９の縦壁２９ａ上端と台部３０の縁の境がアイライナー化粧
料の扱き部であるエッジ３１を形成する。前記台部３０上面は、前記エッジ３１から側壁
２４に向けて若干傾斜させてある。また、前記台部３０には、収容部２９との境界部分で
あるエッジ３１中央にその開口端部３２ａが位置する扱き部である窪み３２を設けてある
。前記収容部２９と台部３０は、前記側壁２４と一体的に形成されている。
【００２０】
　図５及び図６に示すように、台部３０上面は、筆状塗布具（図示せず）の筆先を整える
ためのものであり、またエッジ３１は、先端が鋭角で全体が湾曲形状に伸びている。本実
施例では、前記エッジ３１と、その中央部に設けた窪み３２が扱き部であり、これら扱き
部で筆塗布具の筆先を扱くことが可能である。
【００２１】
　上記アイライナー化粧料用の容器２１を用いてアイライナーを引くには、蓋部２３を外
した容器本体２２をテーブル（図示せず）に載置し、あるいは手に持ち、収容部２９に収
容したアイライナー化粧料を別途用意した筆状塗布具の筆先に付着させ、筆先を収容部２
９側に向けて扱き部であるエッジ３１、又は窪み３２の周縁で余分なアイライナー化粧料
を扱き落し、適量のアイライナー化粧料が付着した筆先でアイラインを引く。そして、扱
き動作によって扱き落とされたアイライナー化粧料はエッジ３１及び窪み３２の開口端部
３２ａに連続する縦壁２９ａに沿って収容部２９に戻る。
【００２２】
　なお、本発明は上記各実施形態になんら限定されるものではなく、例えば、適用する化
粧料は、アイライナーに代えて口紅やファンデーションなどであってもよい。また、扱き
部は、エッジではなく台部１０，３０の上面に突起などを形成して構成してもよい。さら
に、第２の実施形態においては、エッジ３１は設けなくてもよいほか、窪み３２は複数設
けてもよい。またさらに、前記各実施形態では、本体容器をメイン部分と別途パーツの底
板とで構成しているが、一体形成による単一パーツで構成してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】第１実施形態における容器の部分縦断面図。
【図２】同じく容器本体の平面図。
【図３】同じく図２のＡ－Ａ線断面図。
【図４】第２の実施形態における容器の部分縦断面図。
【図５】同じく容器本体の平面図。
【図６】同じく図５のＢ－Ｂ線断面図。
【符号の説明】
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【００２４】
　１　　容器
　２　　容器本体
　３　　蓋体
　４　　側壁
　５　　底板
　６　　雄螺旋
　７　　雌螺旋
　８　　パッキン
　９　　収容部
　９ａ　　縦壁
　１０　　台部
　１１　　エッジ
　２１　　容器
　２２　　容器本体
　２３　　蓋体
　２４　　側壁
　２５　　底板
　２６　　雄螺旋
　２７　　雌螺旋
　２８　　パッキン
　２９　　収容部
　２９ａ　　縦壁
　３０　　台部
　３１　　エッジ
　３２　　窪み
　３２ａ　　開口端部
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